
幕
藩
制
国
家
確
立
期
に
お
け
る
「
仕
置
」
標
準
の
展
望

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
土
芥
憲
儒
記
』
の
研
究
視
角
に
つ
い
て
一

は
じ
め
に

　
歴
史
学
、
殊
に
近
世
史
研
究
で
は
、
現
在
、
史
料
論
が
盛
ん
で
あ
る
。
こ
の

史
料
論
に
は
い
く
つ
か
の
動
向
が
あ
る
が
（
、
）
、
『
土
芥
冠
連
記
』
研
究
に
関
連

さ
せ
て
、
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
動
向
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
一
つ
は
、
従
来
、

文
書
史
料
に
重
点
を
お
い
て
き
た
研
究
手
法
に
対
し
、
非
文
書
史
料
、
例
え
ば

書
物
を
史
料
と
し
て
扱
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
例
え
ば
、
「
慶
安
御
触

書
」
研
究
に
代
表
さ
れ
る
（
、
）
、
徹
底
し
た
史
料
批
判
の
動
向
で
あ
る
（
、
v
。

　
ま
ず
、
書
物
研
究
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
研
究
動
向
の
新
し
さ
の
一
つ

は
、
従
来
の
思
想
家
の
テ
キ
ス
ト
分
析
中
心
で
あ
っ
た
思
想
史
に
対
し
て
、
書

物
の
広
が
り
・
流
通
や
読
書
と
い
っ
た
、
書
物
の
受
け
手
に
注
目
す
る
点
に
あ

る
。
あ
る
思
想
家
の
な
か
の
な
か
に
、
新
し
い
思
想
が
芽
生
え
る
。
そ
れ
は
確

か
に
ひ
と
つ
の
「
事
件
」
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
個
人
の
内
部
に
留
ま

る
か
ぎ
り
孤
立
し
た
「
点
」
の
内
側
で
の
出
来
事
に
過
ぎ
ず
、
社
会
を
変
容
す

る
歴
史
的
な
力
と
は
な
り
え
な
い
。
書
物
研
究
は
、
書
物
を
歴
史
の
研
究
対
象

と
す
る
こ
と
で
、
史
料
の
地
平
を
飛
躍
的
に
広
げ
た
。

　
ま
た
、
例
え
ば
、
藩
主
を
顕
彰
す
る
指
向
性
が
多
分
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
「
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

君
録
」
な
ど
の
史
料
は
、
従
来
、
「
物
　
語
」
と
さ
れ
、
史
実
を
反
映
し
て
い
な

い
と
し
て
敬
遠
・
放
榔
さ
れ
て
き
た
が
、
史
料
批
判
に
よ
り
、
い
つ
、
誰
に
よ

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
作
成
さ
れ
た
の
か
、
い
わ
ば
史
料
の
ウ
ラ
を
取
る

こ
と
で
、
歴
史
研
究
の
姐
上
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
、
）

　
さ
て
、
『
土
芥
冠
離
記
』
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
を
、
い
ま
述
べ
た
研
究
動
向

か
ら
み
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
『
土
芥
冠
睡
記
』
は
、
謎
に
満
ち
た
満
ち
た

書
物
で
あ
る
。
誰
が
、
何
の
目
的
で
編
纂
し
た
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
読

ま
れ
た
か
、
活
用
さ
れ
た
か
…
…
等
々
、
そ
の
成
り
立
ち
や
受
容
の
実
態
は
未

だ
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
い
な
い
。
加
え
て
、
『
土
芥
小
難
記
』
は
広
が
り
を

持
た
な
い
書
物
で
あ
る
。
現
在
ま
で
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
と
旧
浅
野
文
庫

に
、
そ
れ
ぞ
れ
ワ
ン
セ
ッ
ト
ず
つ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、

い
わ
ば
、
二
つ
の
「
点
」
に
過
ぎ
な
い
。

　
筆
者
は
、
一
昨
年
の
『
土
芥
』
土
ハ
同
研
究
に
参
加
し
て
い
る
が
、
率
直
な
と

こ
ろ
、
史
料
批
判
に
困
難
を
極
め
、
か
つ
、
「
点
」
に
留
ま
り
広
が
り
を
持
た
な

い
書
物
を
研
究
す
る
こ
と
に
、
い
っ
た
い
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
、
と
疑
念
を
生
じ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
『
土
芥
憲
離
記
』
の
共
同
研
究
の
半
ば
に
お
い
て
、
今

後
、
調
査
・
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
史
料
が
多
数
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
史

料
は
、
『
土
芥
底
意
記
』
が
、
単
に
「
点
」
と
し
て
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
一
群
の
書
物
の
成
立
史
と
い
う
流
れ
1
1
「
線
」
の
な
か
で
捉
え
直
す
こ

と
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
書
物
は
、
全
国
の
大
名
家
へ
の
広
が
り

を
見
せ
、
幕
藩
制
国
家
を
い
わ
ば
「
面
」
と
し
て
覆
う
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の

史
料
の
存
在
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
土
芥
』
へ
の
研
究
視
角
を
根
底
か
ら
改
め
る

必
要
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。

　
筆
者
が
今
回
こ
こ
ろ
み
た
作
業
は
、
『
土
芥
』
に
お
け
る
忍
藩
主
・
阿
部
忠
秋

の
評
価
の
分
析
か
ら
、
『
土
芥
』
の
作
者
像
を
想
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
今
後
、
『
土
芥
』
は
「
点
」
で
は
な
く
、
「
線
」
あ
る
い
は
「
面
」
の

な
か
で
改
め
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
拙
論
は
、
新

し
い
史
料
が
発
見
さ
れ
、
今
後
、
解
明
す
べ
き
謎
が
膨
大
に
残
さ
て
い
る
な
か

で
の
、
試
行
錯
誤
の
中
間
作
業
報
告
に
す
ぎ
な
い
点
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
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て
お
く
。

1

組
織
的
野
直
物
と
い
う
前
提

　
総
じ
て
、
　
↓
昨
年
の
共
同
研
究
は
、
『
土
芥
』
と
い
う
「
点
」
を
深
く
掘
っ
て

い
く
作
業
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
“
史
料

は
、
東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
本
を
底
本
と
し
た
、
活
字
版
『
土
芥
』
（
金
井
圓
校

注
・
一
九
七
七
）
で
あ
っ
た
。

　
も
と
よ
り
、
「
点
」
と
い
っ
て
も
、
『
土
芥
』
の
底
本
は
全
四
三
冊
、
将
軍
家

お
よ
び
二
四
三
の
大
名
と
そ
の
家
臣
団
（
家
老
）
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
考
察
し
、
謳
歌
評
説
を
付
し
た
大
部
の
編
纂
書
で
あ
る
。
活
字
本
で
さ

え
も
七
〇
〇
頁
を
越
え
る
厚
み
を
持
つ
書
物
で
あ
り
、
共
同
作
業
で
追
求
す
べ

き
点
は
膨
大
で
あ
っ
た
。

　
前
回
の
研
究
報
告
書
（
『
『
土
芥
冠
灘
記
』
の
基
礎
的
研
究
』
二
〇
〇
四
年
）

に
お
い
て
、
特
に
、
こ
の
長
大
な
編
纂
物
と
い
う
形
態
に
注
目
し
て
、
作
者
の

推
定
を
行
っ
た
論
者
は
、
木
村
勲
で
あ
る
。
木
村
は
、
『
土
芥
』
の
よ
う
な
情
報

を
集
め
た
、
全
「
藩
国
」
の
「
総
合
記
録
集
成
」
の
編
集
に
は
、
「
あ
る
人
員
規

模
の
シ
ス
テ
ム
化
し
た
組
織
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
れ
が

徳
川
光
囲
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
水
戸
藩
彰
考
館
で
あ
り
、
『
土
芥
』
は
無
考
館
に

よ
る
「
『
大
日
本
史
』
編
集
作
業
の
副
産
物
で
あ
っ
た
」
と
結
論
し
て
い
る
。
（
．
。
）

　
『
土
芥
』
の
記
述
が
、
同
時
代
性
（
全
国
横
断
性
）
と
各
藩
に
立
ち
入
っ
た

情
報
量
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
だ
け
に
、
そ
の
作
者
像
と
し
て
、
個
人
で
は
な

く
、
あ
る
組
織
を
想
定
す
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
筆
者
も

同
意
す
る
。
し
か
し
、
木
村
説
は
、
史
料
的
な
根
拠
を
欠
い
て
い
る
点
で
、
推

測
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
推
測
に
つ
い
て

も
、
『
土
芥
』
を
編
纂
し
得
た
「
た
だ
一
つ
」
の
組
織
と
し
て
、
彰
考
館
に
限
定

す
る
点
で
疑
問
が
残
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
当
時
の
組
織
的
な
編
纂
所
は
下
膨
館
だ
け
で
は
な
い
。
江

戸
小
石
川
の
追
考
館
で
修
史
事
業
が
本
格
化
す
る
の
は
、
寛
文
十
二
年
で
あ
る

が
、
そ
れ
よ
り
も
前
に
、
例
え
ば
、
正
編
四
〇
巻
、
続
編
二
三
〇
巻
の
膨
大
な

編
纂
物
が
編
ま
れ
て
い
た
。
寛
文
一
〇
（
一
六
七
〇
）
年
に
成
っ
た
林
羅
山
・

鷲
峰
父
子
に
よ
る
『
本
朝
通
鑑
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
鷲
峰
・
鳳
岡

の
忍
岡
塾
・
国
史
館
に
よ
っ
て
『
国
史
実
録
』
（
正
編
一
四
巻
、
続
編
六
四
巻
）

な
ど
大
部
な
編
纂
物
が
編
ま
れ
る
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
木
村
は
、
『
大
日
本
史
』
の
「
副
産
物
」
と
し
て
、
『
土

芥
』
が
編
ま
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
一
口
に
編
纂
物
と
い
っ
て
も
、
『
大
日
本
史
』

の
よ
う
な
歴
史
書
と
各
藩
ご
と
に
「
仕
置
」
や
大
名
の
行
状
な
ど
を
書
き
上
げ

た
も
の
で
は
か
な
り
性
格
が
異
な
る
。
果
た
し
て
、
『
土
芥
』
は
、
『
大
日
本
史
』

の
「
副
産
物
」
と
し
て
付
随
的
に
で
き
あ
が
る
も
の
な
の
か
。

　
参
考
ま
で
に
い
え
ば
、
竹
島
・
零
雨
は
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
仮
名
本
・
真

名
本
一
八
六
冊
を
編
纂
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
武
家
の
系
譜
を
清
和
源
氏
、
藤

原
氏
、
平
氏
、
諸
氏
の
四
品
に
分
類
し
た
も
の
で
、
寛
永
一
八
（
一
六
四
一
）

年
二
月
、
将
軍
の
上
意
を
受
け
、
譜
代
大
名
・
太
田
資
宗
が
総
裁
と
な
り
、
羅

山
・
岩
峰
が
実
務
を
指
揮
し
た
も
の
で
、
寛
永
二
〇
（
一
六
四
三
）
年
九
月
に

献
上
し
て
い
る
。
『
土
芥
』
に
も
、
各
大
名
の
簡
単
な
系
譜
が
触
れ
ら
れ
て
い
る

し
、
ま
た
、
平
大
名
の
デ
ー
タ
収
集
と
い
う
点
で
は
、
『
大
日
本
史
』
よ
り
『
寛

永
諸
家
系
図
伝
』
の
編
纂
体
制
の
方
が
、
よ
り
『
土
芥
』
に
向
い
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
土
芥
』
が
ど
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
た
の
か
、

実
態
の
解
明
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

2

林
家
と
先
代
・
先
々
代
の
評
価

　
夢
野
は
、
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
、
酒
井
忠
清
の
『
本
朝
通
雲
』
に
関
す

る
諮
問
に
、
「
延
喜
以
後
無
二
正
史
一
。
編
修
不
・
易
。
然
　
　
官
命
。
則
綴
二
隻
骨

片
言
一
以
可
・
成
・
章
乎
」
（
『
国
史
館
目
録
』
）
と
答
え
て
い
る
。
林
家
に
は
、
編

纂
書
の
た
め
の
全
国
の
武
家
の
デ
ー
タ
や
「
天
下
」
の
書
物
が
集
積
し
て
い
た
。

も
し
、
『
土
芥
』
の
成
立
に
組
織
的
な
編
纂
体
制
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
彰
考

館
の
み
な
ら
ず
、
当
然
、
林
家
も
そ
の
「
作
者
」
と
し
て
視
野
に
い
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
『
土
芥
』
と
林
家
と
の
接
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

卜
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筆
者
は
、
す
で
に
前
回
の
研
究
報
告
書
で
、
『
土
芥
』
に
現
れ
る
儒
学
観
・
兵

学
観
と
、
林
家
、
特
に
北
山
の
儒
学
観
・
兵
学
観
の
親
和
性
を
指
摘
し
た
。
（
，
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ
の
が
く

　
ま
ず
、
儒
学
観
に
つ
い
て
い
え
ば
、
『
土
芥
』
に
は
、
し
ば
し
ば
「
心
　
学
」

と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
。
「
心
学
」
と
い
え
ば
、
陽
明
学
が
想
起
さ
れ
や
す
い

が
、
朱
子
学
も
広
義
の
「
心
学
」
の
一
つ
で
あ
る
。
（
．
、
）
茸
山
に
は
、
『
三
徳
抄
』

と
い
う
著
作
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
「
一
理
ヲ
以
テ
万
事
ヲ
ツ
ラ
ヌ
キ
、
一
心

ヲ
以
テ
諸
事
二
通
ズ
ル
也
」
と
い
う
「
理
」
1
1
「
心
」
＝
兀
論
を
展
開
し
て
い

る
。
次
に
兵
学
観
に
つ
い
て
い
う
と
、
『
土
芥
』
で
は
、
「
主
将
」
（
大
名
）
一

人
が
、
「
心
」
に
よ
っ
て
士
卒
を
統
轄
す
る
の
が
兵
術
の
要
諦
で
あ
る
と
す
る
が
、

羅
山
の
『
三
略
諺
解
』
で
も
、
「
大
将
」
一
人
の
コ
心
」
に
よ
っ
て
「
国
」
を

安
ん
ず
る
「
心
モ
チ
ノ
兵
法
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
林

家
と
の
関
係
を
検
証
し
た
。

　
た
だ
し
、
『
土
芥
』
の
成
立
年
は
、
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
前
後
と
推
定
さ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
羅
山
は
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
に
没
し
て
い
る
。
ま

た
、
息
子
の
鷲
峰
も
、
延
宝
八
（
一
六
八
○
）
年
に
没
し
て
お
り
、
羅
山
・
鷲

峰
と
も
に
没
年
と
の
ズ
レ
が
あ
る
。
元
禄
期
の
林
家
の
当
主
は
豊
岡
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
作
者
を
探
る
な
ら
ば
、
豊
岡
と
『
土
芥
』
の
比
較
を
行
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
今
回
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
鷲
峰
と
の
接
点
を
探
っ
て

み
た
。
そ
れ
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

　
金
井
圓
が
立
て
た
項
目
に
従
え
ば
、
『
土
芥
』
の
記
述
は
、
各
大
名
の
「
姓
名

官
位
」
か
ら
始
ま
り
、
「
室
・
子
女
」
「
本
国
生
国
」
「
官
歴
」
「
家
伝
」
「
居
城
」

「
知
行
高
」
「
家
老
名
」
「
大
名
の
行
跡
」
な
ど
一
八
の
点
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

た
も
の
で
、
そ
の
最
後
の
項
目
が
「
謳
歌
評
説
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
「
大
名
の
行
跡
」
と
「
謳
歌
評
説
」
の
項
目
で
は
、
元
禄
三
年
当
時
の

大
名
家
の
当
主
に
つ
い
て
論
じ
る
の
に
、
し
ば
し
ば
、
「
父
」
や
「
祖
父
」
、
す

な
わ
ち
、
彼
ら
の
先
代
や
初
代
・
藩
祖
と
の
比
較
が
望
見
で
き
る
。
こ
れ
は
、

大
名
の
「
御
家
」
が
次
世
代
へ
存
続
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
始
め

た
傾
向
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
先
代
の
大
名
た
ち
は
、
羅
山
・

鷲
峰
と
同
時
代
の
大
名
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鷲
峰
の
『
国
史
館
日
録
』
で
頻
出

す
る
の
は
、
酒
井
忠
清
、
稲
葉
正
則
、
阿
部
忠
秋
、
太
田
資
宗
、
永
井
尚
庸
、

堀
田
正
俊
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
幕
府
の
中
枢
に
い
た
人
物
で
も
あ
る
が
、
鷲

峰
は
彼
ら
と
公
式
の
場
で
交
流
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
朝
飯
を

食
べ
に
訪
れ
た
り
、
書
物
の
貸
借
、
漢
籍
の
訳
注
な
ど
の
依
頼
を
う
け
、
盛
ん

に
交
流
し
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。

　
そ
こ
で
、
今
回
の
共
同
作
業
に
お
け
る
、
筆
者
の
第
一
回
報
告
（
「
『
土
芥
冠

雌
記
』
と
国
史
館
一
組
織
か
、
個
人
か
」
五
月
二
二
日
）
で
は
、
も
し
、
『
土
芥
』

の
編
纂
が
林
家
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
鷲
峰
と
諸
大
名
家
と
の

交
流
が
、
鷲
峰
の
死
後
、
鳳
岡
に
も
影
響
を
与
え
、
そ
れ
が
『
土
芥
』
の
先
代

・
先
々
代
の
大
名
の
記
述
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を

立
て
た
。
鷲
峰
と
交
流
の
深
か
っ
た
大
名
た
ち
の
評
価
に
、
一
定
の
傾
向
が
あ

れ
ば
、
林
家
編
纂
説
の
一
つ
の
傍
証
の
切
り
口
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
た
の
で
あ
る
。

3

『
土
芥
』
に
現
れ
る
先
代
の
実
例

三
号
と
交
流
の
深
か
っ
た
先
代
の
大
名
が
『
土
芥
』
の
「
大
名
の
行
跡
」
と

「
謳
歌
評
説
」
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
、
い
く
つ
か
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

3
7�
苒
塩
ｾ

大
名
の
行
跡
「
親
父
忠
清
ハ
、
才
智
発
明
ナ
リ
シ
カ
ド
モ
、
少
々
欲
深
ク
、
贔

演
ノ
気
味
有
テ
、
自
警
二
二
甚
故
国
、
世
俗
称
二
下
馬
将
軍
～
ト
カ
ヤ
」

謳
歌
評
説
「
親
父
忠
清
ハ
、
才
智
発
明
ナ
リ
シ
カ
ド
モ
、
小
栗
美
作
が
過
分
賄

賂
ヲ
受
テ
、
非
儀
ノ
載
許
セ
ラ
レ
シ
ト
、
世
上
之
誹
ヲ
合
ヘ
リ
…
…
女
色
ヲ
好
、

公
家
ノ
娘
余
多
呼
ビ
下
シ
」

　
こ
こ
で
の
先
代
の
大
名
は
、
大
老
・
忠
清
で
あ
る
。
「
寺
社
奉
行
」
を
勤
め
る

忠
明
の
評
価
が
良
好
な
の
に
対
し
て
、
右
の
よ
う
に
忠
清
の
評
価
は
極
め
て
低

い
。4

8﨤
t
正
通

大
名
の
行
跡

「
此
ノ
正
則
ハ
、
天
下
ノ
執
権
タ
リ
シ
カ
ド
モ
、
優
粁
私
欲
ノ
気

卜1
1

一



味
ア
リ
。
殊
二
女
色
ヲ
好
ム
。
…
…
小
田
原
ノ
百
姓
二
、
カ
ギ
役
・
番
役
ナ
ド

云
ヒ
テ
世
上
ニ
ナ
キ
課
役
ヲ
当
テ
…
…
」

謳
歌
評
説
「
父
正
則
、
俵
新
・
私
欲
ア
リ
ト
云
ト
モ
、
天
下
ノ
政
道
二
丁
テ
ハ
、

柳
私
有
ベ
カ
ラ
ズ
」

　
先
代
大
名
は
正
則
で
あ
る
。
正
通
の
評
価
が
「
サ
ノ
ミ
難
ナ
シ
」
1
1
無
難
な

の
に
対
し
て
、
正
則
の
評
価
は
極
め
て
低
い
。

5
0｢
部
正
武

大
名
の
行
跡
「
祖
父
忠
秋
ヨ
リ
、
父
正
能
、
今
正
武
二
至
テ
、
三
代
続
キ
、
天

下
ノ
執
権
職
ト
ナ
ル
事
、
徳
勝
レ
ズ
ン
バ
不
レ
可
レ
叶
」

謳
歌
評
説
「
忠
秋
ハ
日
本
三
代
執
権
」

　
正
武
の
先
代
は
正
能
で
、
忠
秋
は
先
々
代
で
あ
る
。
三
代
続
い
て
評
価
が
高

い
が
、
特
に
、
忠
秋
は
『
土
芥
』
を
通
じ
て
、
最
上
の
見
習
う
べ
き
大
名
1
1
鑑

と
し
て
何
度
も
描
か
れ
て
い
る
。

　
1
太
田
資
直
の
先
代
は
資
次
で
、
馬
飼
と
交
流
の
深
か
っ
た
の
は
、
先
々
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資
宗
で
あ
る
が
、
資
宗
に
対
す
る
記
述
は
な
い
。
ま
た
、
1
2
永
井
尚
冨
の
先
代

は
、
尚
庸
で
鷲
峰
と
交
流
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
記
載
が
な
い
。

　
4
堀
田
西
仲

本
文
「
父
正
俊
ハ
、
俵
人
ニ
テ
、
上
部
ハ
聖
人
ノ
如
ク
見
ヘ
テ
、
心
底
俵
ケ
タ

ル
処
ア
リ
」
、
稲
葉
石
見
守
に
殺
害
さ
れ
た
の
も
身
か
ら
出
た
錆
び
、
「
大
悪
人

ト
は
知
タ
リ
」

謳
歌
評
説
「
父
正
俊
ノ
業
人
ニ
シ
テ
、
悪
人
多
リ
シ
事
ハ
、
世
以
知
ル
処
也
。

況
や
、
滅
亡
ノ
人
ヲ
評
シ
テ
、
益
ナ
キ
故
二
、
不
レ
論
」
。

　
正
仲
の
先
代
は
正
俊
だ
が
、
『
土
芥
窟
離
記
』
中
、
最
悪
の
評
価
を
受
け
て
い

る
一
人
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
林
家
1
一
鷲
峰
と
交
流
の
深
か
っ
た
先
代
の
大
名
た
ち
の
評

価
は
低
く
、
鷲
峰
と
『
土
芥
』
と
の
接
点
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
探
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
阿
部
忠
秋
の
評
価
が
突
出
し
て
高
い
の
に

対
し
、
堀
田
正
俊
、
酒
井
忠
清
と
い
う
と
も
に
大
老
を
勤
め
た
人
物
が
酷
評
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
筆
者
は
、
第
二
回
目
の
報
告
（
六
月
二
六
日
）
に
備
え
、
こ
の
点
を
追
求
す

る
所
存
で
い
た
と
こ
ろ
、
『
土
芥
』
の
周
辺
史
料
と
し
て
、
「
大
名
評
判
記
」
と

も
い
う
べ
き
、
大
量
の
書
物
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

4
前
提
の
再
検
討
・
組
織
か
、
個
人
か

　
彰
考
館
や
林
家
な
ど
の
、
『
土
芥
』
編
纂
に
組
織
的
な
シ
ス
テ
ム
を
必
要
と
す

る
と
い
う
考
え
方
は
、
実
は
、
『
土
芥
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
膨
大
な
情
報
を
、

す
べ
て
ゼ
ロ
か
ら
集
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
。

　
こ
の
前
提
は
果
た
し
て
正
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ

た
の
は
、
第
一
班
の
小
関
悠
一
郎
報
告
で
あ
る
。
小
関
は
、
『
土
芥
』
と
『
諌
懲

影
野
』
の
記
述
の
↓
致
箇
所
が
多
く
み
い
だ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
『
諫
懲
後
正
』

の
編
者
が
『
土
芥
窟
銘
記
』
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
」
と
小
平

し
て
い
る
（
五
月
一
六
日
報
告
レ
ジ
ュ
メ
）
。
つ
ま
り
、
『
土
芥
』
を
起
点
と
し

て
考
え
て
い
る
点
で
、
組
織
的
シ
ス
テ
ム
説
と
共
通
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
元
禄
三
年
の
『
土
芥
』
よ
り
も
以
前
、
延
宝
三
年
に
『
諌
詳
記
』

と
い
う
書
物
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
金
井
圓
が
指
摘
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
金
井
の
指
摘
の
よ
う
に
、
『
諌
至
愚
』
の
「
姓
名
官
位
」
か
ら
始
ま
り
「
大

名
の
行
跡
」
で
終
わ
る
文
章
構
成
・
項
目
立
て
は
『
土
芥
』
と
ほ
ぼ
対
応
関
係

に
あ
り
、
時
間
的
に
先
行
す
る
『
諌
懲
記
』
を
『
土
芥
』
が
踏
襲
し
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。

　
ま
た
、
東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
元
禄
一
四
年
の
『
諌
先
後
正
』
は
外
題
で

あ
り
、
内
題
は
『
諫
懲
記
後
正
』
と
な
っ
て
い
る
。
「
後
正
」
と
は
、
「
後
胤
正

ス
」
と
い
う
、
い
わ
ば
改
訂
版
の
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
、
『
諌
懲
後
正
』

が
『
土
芥
』
を
ベ
ー
ス
に
し
て
成
っ
た
書
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
『
土
芥
冠

雛
記
後
正
』
と
銘
打
た
な
い
の
か
疑
問
に
思
わ
れ
て
き
た
。
『
諌
懲
記
後
正
』
と

匿
ヨ



い
う
書
名
か
ら
み
れ
ば
、
『
土
芥
』
で
は
な
く
、
『
諌
懲
記
』
を
ベ
ー
ス
に
し
て

い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
今
回
の
共
同
研
究
で
は
、
『
土
芥
』
に
加
え
、
『
濫
費
後
正
』
、
『
武
家
勧
懲
記
』
、

『
武
家
諌
忍
記
』
の
原
史
料
の
複
写
版
を
テ
キ
ス
ト
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
こ
で
、
い
ま
述
べ
た
踏
襲
関
係
を
さ
ら
に
、
旦
ハ
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
『
土
芥
』

の
3
0
上
杉
弊
習
の
「
謳
歌
評
説
」
に
は
、
「
先
君
綱
勝
存
生
之
時
、
家
臣
大
二
緩

怠
望
事
ア
リ
、
如
何
ト
ナ
レ
バ
、
綱
勝
七
歳
ニ
シ
テ
卒
去
ス
。
常
々
病
気
二
倦

テ
、
一
日
モ
快
然
十
干
ナ
シ
ト
聞
。
…
…
」
と
あ
る
。
『
諌
懲
野
壷
』
の
「
愚
評
」

に
も
「
先
年
綱
勝
存
生
ノ
時
、
家
臣
大
二
緩
怠
成
事
ア
リ
、
其
ヲ
如
何
ト
云
二
、

綱
勝
二
十
七
歳
ニ
シ
テ
卒
去
也
。
常
々
病
気
二
尊
テ
、
一
日
モ
快
然
之
躰
ナ
シ

ト
聞
ヘ
シ
ニ
、
…
…
」
と
あ
る
。
小
関
報
告
で
は
、
こ
の
よ
う
に
両
者
の
語
句

が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
諌
懲
後
正
』
の
編
者
が
『
土
芥
』
を
参
照

し
て
い
た
と
断
定
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
『
諌
懲
記
』
の
表
題
と
同
じ
音
で
、
成

立
年
も
同
じ
『
武
家
勧
懲
記
』
（
内
閣
文
庫
所
蔵
本
）
を
み
て
い
み
る
と
、
「
綱

勝
存
生
ノ
時
、
家
臣
大
二
緩
怠
ナ
ル
事
ア
リ
、
如
何
ト
云
二
、
従
勝
二
十
七
歳

ノ
時
卒
去
也
。
常
々
病
気
二
塁
テ
、
↓
日
快
然
ノ
躰
ナ
シ
ト
聞
誤
シ
ニ
、
…
…
」

と
あ
る
。
　
一
目
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
『
諫
懲
後
法
』
の
語
句
は
、
『
土
芥
』
よ

り
も
、
『
武
家
勧
懲
記
』
と
の
方
が
一
致
度
が
高
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
『
武
家
勧
懲
記
』
と
『
諌
黒
鴨
』
の
関
係
に
つ
い
て
、
盛
岡
市
中
央
公

民
館
に
は
盛
岡
南
部
家
の
旧
蔵
書
『
武
家
諌
懲
記
後
正
』
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

若
尾
影
野
の
調
査
報
告
で
は
、
そ
の
「
序
」
で
は
、
こ
の
書
物
が
、
寛
文
・
延

宝
年
間
に
流
布
し
た
『
武
家
勧
懲
記
』
を
宝
永
・
正
保
年
間
に
補
正
し
『
武
家

諌
懲
記
』
と
名
付
け
、
さ
ら
に
そ
れ
を
享
保
以
降
、
加
筆
訂
正
し
た
も
の
を
、

『
武
家
諌
懲
記
後
正
』
と
し
た
と
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
『
武
家
勧
懲
記
』

↓
『
武
家
諌
懲
記
』
↓
『
武
家
諌
懲
記
後
正
』
と
い
う
流
れ
に
な
り
、
『
諌
二
戸

正
』
の
ベ
ー
ス
は
、
題
名
の
通
り
、
『
土
芥
』
で
は
な
く
、
『
武
家
勧
懲
記
』
、

あ
る
い
は
、
『
武
家
位
置
記
』
の
可
能
性
が
高
い
。

　
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
『
土
芥
』
と
『
武
家
勧
懲
記
』
の
一
致

点
が
、
数
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
土
芥
』
も
時
間
的

に
先
行
し
て
成
立
し
た
『
武
家
勧
懲
記
』
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
『
土
芥
』
の
作
者
像
の
前
提
に
つ
い
て
、
大
き
な
意
味

を
も
っ
て
く
る
。
も
し
、
『
土
芥
』
が
『
武
家
勧
懲
記
』
に
基
づ
い
て
い
る
と
す

れ
ば
、
必
ず
し
も
、
そ
の
編
纂
に
は
大
が
か
り
な
組
織
を
必
要
と
し
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
土
芥
』
の
「
謳
歌
評
説
」
で
は
、
「
本
文
ノ
如
ク
ナ
ラ
バ
～
」
と
い
う
句
が

頻
出
す
る
。
こ
の
「
本
文
」
と
は
、
主
に
前
の
項
目
の
「
大
名
の
行
跡
」
の
部

分
を
指
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
謳
歌
評
説
」
に
は
、
「
但
シ
本
文
ノ
全
霊
贔
屓

有
ル
や
否
や
不
・
知
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
も
し
、
『
土
芥
』
の
作
者
が
一

人
で
あ
れ
ば
、
自
分
で
記
述
し
た
内
容
の
真
偽
を
自
分
で
疑
っ
て
い
る
よ
う
な

奇
妙
な
文
章
と
な
る
。
こ
の
点
、
前
回
の
共
同
研
究
で
は
、
『
土
芥
』
の
著
者
は

複
数
で
、
「
本
文
」
と
「
謳
歌
評
説
」
の
論
者
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
も
う
｝
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
『
武
家
勧
懲
記
』
の

内
容
、
あ
る
い
は
、
こ
の
書
物
を
編
纂
し
た
際
に
蓄
積
し
た
情
報
を
ベ
ー
ス
に

し
て
、
「
謳
歌
評
説
」
の
部
分
を
加
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
土
芥
』
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
特
に
、
「
謳
歌
評
説
」
の
部
分
に
あ
る
が
、

『
土
芥
』
が
編
纂
者
が
既
存
の
デ
ー
タ
や
既
存
の
書
物
を
活
用
し
う
る
立
場
に

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
前
提
に
「
謳
歌
評
説
」
に
専
念
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、

『
土
芥
』
編
集
に
殊
更
に
大
が
か
り
な
編
纂
組
織
シ
ス
テ
ム
は
必
要
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
土
芥
』
を
挟
む
よ
う
に
し
て
、
そ
の
前
後
に
、
『
武
家
胃
管

記
』
『
武
家
勧
懲
記
』
『
武
家
丁
丁
記
』
『
諌
懲
後
号
』
と
い
っ
た
一
群
の
書
物

が
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
視
点
か
ら
、
今
後
の
『
土
芥
』
研
究
は

あ
ら
た
め
て
行
う
必
要
が
あ
る
。

5
『
土
芥
』
に
お
け
る
阿
部
忠
秋
像
を
め
ぐ
っ
て

　
さ
て
、
『
土
芥
』
に
お
け
る
評
価
の
問
題
に
も
ど
り
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
酒
井
忠
清
・
堀
田
正
俊
の
酷
評
と
阿
部
忠
秋
の
絶
賛
と
な
っ
て
い
る
が
、

ま
ず
、
忠
清
は
、
『
土
芥
』
成
立
時
の
将
軍
・
綱
吉
が
、
要
綱
か
ら
将
軍
家
を
継

ぐ
際
に
異
を
唱
え
た
と
さ
れ
（
現
在
の
研
究
で
は
、
p
有
栖
川
宮
将
軍
擁
立
説
は

匪
1
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否
定
さ
れ
て
い
る
が
）
、
ま
た
、
越
後
騒
動
の
裁
判
に
お
い
て
も
綱
吉
と
異
見
が

あ
わ
ず
、
綱
吉
が
将
軍
と
な
っ
て
か
ら
大
老
を
免
職
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
正

俊
の
酷
評
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
杉
岳
志
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
、
）
、
綱
吉

と
晩
年
の
正
俊
と
の
齪
酷
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
忠
清
と
正
俊
の
低

評
価
は
、
将
軍
・
綱
吉
と
の
関
連
か
ら
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
忠
秋

の
評
価
が
抜
き
ん
で
て
高
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
忠
秋
の
経
歴
を
簡
単
に
み

て
み
よ
う
。

　
忠
秋
は
、
松
平
信
綱
、
堀
田
正
盛
、
三
浦
正
次
、
太
田
資
宗
、
阿
部
重
次
ら

と
と
も
に
、
三
代
将
軍
・
家
光
の
出
頭
人
「
六
人
衆
」
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
、
二
代
将
軍
・
秀
忠
の
旧
年
寄
層
の
酒
井
忠
世
・
土
井
利
勝
・
酒
井
忠

勝
ら
の
老
中
グ
ル
ー
プ
と
の
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
酒
井
忠
世
は
、

家
光
上
洛
中
の
江
戸
城
西
の
丸
炎
上
の
責
任
を
と
り
老
中
を
辞
職
す
る
が
、
そ

の
一
方
、
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
は
大
老
に
進
み
、
「
六
人
衆
」
の
う
ち
、
松
平

信
綱
・
阿
部
忠
秋
・
阿
部
重
次
の
三
人
が
老
中
と
な
り
、
家
光
政
権
は
安
定
期

に
入
る
。

　
以
後
、
忠
秋
は
幕
府
の
中
枢
に
譜
代
の
重
鎮
と
し
て
、
位
置
す
る
こ
と
に
な

る
。
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
に
は
、
将
軍
世
子
・
家
綱
の
侍
従
と
な
り
、
家

光
死
去
後
、
保
科
正
之
・
松
平
信
綱
ら
と
四
代
将
軍
・
三
綱
の
後
見
と
し
て
活

躍
す
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
な
か
で
、
酒
井
忠
世
の
孫
・
忠
清
ら
新
し
い
門
閥

譜
代
層
が
台
頭
し
、
信
綱
・
忠
秋
ら
「
寛
永
の
遺
老
」
と
新
し
い
対
立
を
生
む
。

家
光
が
死
去
し
た
際
、
「
寛
永
の
田
老
」
の
う
ち
、
阿
部
重
次
・
堀
田
世
盛
は
殉

死
し
、
や
が
て
、
松
平
信
綱
、
酒
井
忠
勝
ら
も
死
去
。
「
寛
永
の
遺
老
」
は
忠
秋

一
人
と
な
り
、
権
勢
を
握
る
酒
井
忠
清
を
激
し
く
批
判
す
る
。
し
か
し
、
忠
秋

は
老
衰
を
理
由
に
、
寛
文
六
（
一
六
六
六
）
年
に
老
中
を
免
職
さ
れ
、
忠
清
は

大
老
と
な
り
、
「
下
馬
将
軍
」
と
し
て
幕
府
の
実
権
を
握
る
こ
と
な
る
。
忠
秋
は

家
督
を
正
能
に
譲
り
、
延
宝
三
（
一
六
七
三
）
年
に
死
去
す
る
。
（
9
）

　
さ
て
、
右
の
忠
秋
の
変
遷
を
ふ
ま
え
て
、
『
土
芥
』
に
戻
る
と
、
次
の
よ
う
な

興
味
深
い
記
述
に
突
き
当
た
る
。
さ
き
ほ
ど
掲
げ
た
、
3
7
酒
井
忠
明
の
引
用
文

に
は
、
以
下
に
示
す
傍
線
部
が
つ
づ
い
て
い
る
。
「
親
父
忠
清
ハ
、
才
智
発
明
ナ

リ
シ
カ
ド
モ
、
少
々
欲
深
ク
、
贔
屓
ノ
気
味
有
テ
、
同
職
二
特
旨
故
旧
、
世
俗

称
誉
下
馬
将
軍
一
ト
カ
ヤ
。
阿
部
前
ノ
豊
後
守
忠
秋
、
強
ク
異
諌
シ
、
其
ノ
修

ヲ
停
止
セ
シ
ト
沙
汰
ア
リ
」
、
つ
ま
り
、
下
馬
将
軍
・
忠
清
の
奢
修
を
、
忠
秋
が

強
く
諌
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
土
芥
』
の
作
者
が
、
酒
井

忠
清
と
阿
部
忠
秋
と
の
対
立
関
係
を
明
確
に
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
で
、

忠
清
を
酷
評
し
、
忠
秋
を
絶
賛
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
忠
秋
は
、
若
い
こ
ろ
「
御
大
酒
被
成
、
御
心
易
御
客
の
含
声
、
大
島
の
伊
達

成
る
御
衣
類
、
鮫
さ
や
の
大
御
脇
差
、
…
…
風
呂
振
舞
時
ハ
御
あ
か
り
場
に
て

御
酒
盛
、
小
豆
衆
迄
裸
に
て
御
給
仕
い
た
し
候
」
と
い
う
よ
う
に
、
（
、
。
）
「
か
ぶ

き
者
」
の
振
る
舞
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
、
、
）
。
『
土
芥
』
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　
さ
　
ら

酒
宴
に
よ
る
乱
行
、
か
ぶ
き
者
ぶ
り
や
、
婆
娑
羅
ぶ
り
が
戒
め
ら
れ
、
「
悪
」
評

の
基
準
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
土
芥
』
で
は
そ
う
し
た
こ
と
は
全
く
問

題
に
な
っ
て
い
な
い
。
『
土
芥
』
に
お
け
る
忠
秋
の
評
価
が
ど
う
い
う
も
の
か
、

参
考
ま
で
に
、
5
0
阿
部
正
武
の
「
謳
歌
評
説
」
で
の
評
価
を
列
挙
し
て
お
く
と
、

1
「
文
学
ヲ
好
ミ
、
理
ヲ
極
」

2
「
兵
道
ハ
七
書
ノ
理
ヲ
明
メ
、
且
信
玄
、
鎌
信
両
家
之
兵
法
ヲ
伝
授
」

3
「
馬
ハ
中
山
助
六
、
劔
術
ハ
柳
生
但
州
ノ
極
秘
ヲ
極
メ
」

4
「
旧
記
・
記
録
ヲ
好
ミ
見
テ
、
古
今
名
将
・
悪
将
・
愚
将
行
跡
ヲ
吟
味
」

5
「
常
器
二
儒
者
二
三
輩
ヲ
差
置
」

6
「
士
卒
ヲ
子
ノ
如
ク
憐
慰
シ
、
民
間
ヲ
親
族
発
墨
ク
撫
育
ス
」

7
「
賞
ヲ
速
ニ
シ
テ
罰
ヲ
緩
ス
」

8
「
百
姓
老
衰
ス
ル
上
下
ヲ
労
り
、
七
十
以
上
之
者
ニ
ハ
一
生
之
扶
持
ヲ
与
フ
」

　
「
文
学
」
1
1
儒
学
、
兵
学
、
武
術
を
た
し
な
み
、
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
史
書

「
旧
記
」
に
明
る
く
、
「
賞
罰
」
の
機
微
に
長
け
、
藩
士
に
優
し
く
、
そ
し
て
、

忍
藩
主
と
し
て
、
「
民
間
曇
霞
ノ
再
来
欺
ト
喜
ビ
シ
ト
聞
フ
」
と
そ
の
仕
置
の
よ

さ
を
特
筆
し
、
二
言
の
欣
喜
雀
躍
ぶ
り
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
土
芥
』

の
な
か
の
忠
秋
は
、
至
高
の
「
明
君
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
他
の
「
大
名
評
判
記
」
と
も
い
う
べ
き
書
物
の
な
か
で
は
、
忠
秋
の

評
価
は
ど
う
な
の
か
。
『
武
家
諌
忍
記
』
の
成
立
年
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
が
、
十
七
に
「
阿
部
豊
後
守
安
部
忠
秋
」
と
、
忠
秋
自
身
の
項
目
が
あ
る
。

そ
の
「
愚
評
」
に
は
、
「
忠
秋
量
産
人
」
と
、
他
の
老
中
に
比
べ
て
、
威
厳
が
な

卜1
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く
「
軽
々
」
し
い
点
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
忍
藩
主
と
し
て
の
仕
置
に
つ
い
て

は
、
「
民
ヲ
憐
テ
不
食
ハ
大
善
将
」
と
高
い
評
価
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
点
は
、

『
土
芥
』
の
評
価
と
一
致
し
て
い
る
が
、
全
体
の
評
価
は
、
「
畢
寛
コ
ノ
雪
中
ノ

上
ト
世
二
唱
フ
ル
ハ
サ
モ
ア
ラ
ン
歎
」
と
い
う
程
度
で
、
『
土
芥
』
の
よ
う
に
、

特
に
高
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
次
に
、
『
武
家
勧
懲
記
』
で
の
忠
秋
の
評
価
は
ど
う
か
。
こ
の
と
き
の
阿
部
家

の
当
主
は
、
忠
秋
の
子
・
正
能
で
年
金
に
記
載
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
正
能
が
「
忠

秋
ノ
善
跡
ヲ
ツ
カ
ル
＼
ナ
レ
ハ
大
方
誹
リ
有
ヘ
シ
」
（
、
、
）
と
い
う
程
度
で
あ
る
が
、

「
上
県
」
の
内
容
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
『
諌
越
後
正
』
も
『
武
家
勧
懲
記
』

を
踏
襲
し
、
ほ
ぼ
同
様
の
評
価
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
忠
秋
の
評
価
が
「
大
名
評
判
記
」
と
も
い
う
べ
き
書

物
の
な
か
で
、
『
土
芥
』
だ
け
が
例
外
的
に
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、
こ
の

忠
秋
の
線
か
ら
、
浮
上
し
て
く
る
作
者
像
を
想
定
し
て
み
た
い
。

6
浪
人
衆
召
し
抱
え
の
「
御
家
」
と
肝
煎
衆

　
『
土
芥
』
に
お
い
て
、
大
名
を
評
価
す
る
の
に
、
「
善
将
」
「
良
将
」
「
愚
将
」

「
悪
将
」
「
闇
将
」
と
い
っ
た
軍
書
に
み
ら
れ
る
用
語
で
説
明
す
る
こ
と
や
、
『
六

翰
』
『
三
略
』
な
ど
の
漢
籍
の
軍
書
か
ら
の
引
用
、
ま
た
『
義
経
軍
歌
』
を
引
用

し
、
源
義
経
の
「
智
仁
勇
」
を
称
え
て
い
る
こ
と
（
「
2
徳
川
三
年
」
の
箇
所
）

な
ど
、
『
土
芥
』
の
作
者
に
軍
学
の
素
養
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
時
代
に
流
布
し
て
い
た
理
想
的
な
「
明
君
」
像
・
イ
メ
ー
ジ
と

い
え
ば
、
楠
木
正
成
で
あ
る
。
若
尾
野
心
が
明
ら
か
に
し
た
、
『
太
平
記
評
判
秘

伝
理
尽
砂
』
に
お
け
る
に
楠
木
正
成
像
の
特
色
と
は
、
①
兵
法
に
長
け
た
武
将

で
あ
る
と
同
時
に
、
②
当
代
の
政
道
へ
の
厳
し
い
批
判
者
で
あ
り
、
ま
た
、
③

文
書
主
義
に
基
づ
く
公
平
な
賞
罰
訴
訟
の
シ
ス
テ
ム
の
確
立
、
公
正
な
政
治
家
、

④
時
流
に
応
じ
た
柔
軟
な
政
策
立
案
者
、
⑤
家
臣
に
慈
悲
深
い
主
君
、
⑥
そ
し

て
な
に
よ
り
も
、
農
政
に
長
け
た
「
仁
政
」
の
実
践
者
、
な
ど
で
あ
る
。
さ
き

に
挙
げ
た
『
土
芥
』
に
お
け
る
忠
秋
像
は
、
こ
の
正
成
像
の
特
徴
と
重
な
る
部

分
が
多
い
。
で
は
、
忠
秋
の
周
辺
に
お
け
る
、
軍
学
者
の
線
を
追
っ
て
い
く
と
、

誰
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
｝
人
は
、
山
鹿
素
行
で
あ
る
。
素
行
の
門
人
、
あ
る
い
は
、
素
行
か
ら

軍
学
の
指
南
を
う
け
た
者
に
、
松
平
正
綱
・
板
倉
重
矩
・
久
世
広
之
・
浅
野
長

矩
・
松
浦
鎮
信
・
津
軽
信
政
・
曾
根
源
吾
左
衛
門
ら
、
数
多
く
の
大
名
・
旗
本

が
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
素
行
は
、
赤
穂
藩
浅
野
家
に
千

石
で
仕
官
し
、
さ
ら
に
は
幕
府
に
仕
官
し
よ
う
と
運
動
を
続
け
て
お
り
、
自
ら

を
幕
藩
権
力
の
内
部
に
食
い
込
む
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
。

　
浅
野
家
の
他
に
も
、
素
行
を
招
待
し
よ
う
と
し
た
大
名
は
、
徳
川
頼
宣
・
前

田
光
高
な
ど
が
い
る
が
、
阿
部
忠
秋
も
、
そ
の
｝
人
で
あ
る
。
素
行
の
『
配
所

残
筆
』
に
よ
れ
ば
、
寛
永
十
八
（
一
六
四
一
）
年
、
忠
秋
は
「
尾
幡
勘
兵
衛
・

北
条
安
房
守
」
を
通
じ
て
、
素
行
を
招
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
実
現

し
な
か
っ
た
。

　
他
に
、
忠
秋
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
軍
学
者
は
誰
か
。
さ
き
に
掲
げ
た
『
土

芥
』
の
忠
秋
評
価
の
一
つ
に
、
「
兵
道
肝
要
書
ノ
理
ヲ
明
メ
、
且
信
玄
、
鎌
信
両

家
之
兵
法
ヲ
伝
授
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
信
玄
、
鎌
信
両
家
之
兵
法
」
を
忠
秋

に
指
南
し
た
の
は
、
右
の
「
尾
幡
勘
兵
衛
・
北
条
安
房
守
」
、
す
な
わ
ち
、
甲
州

流
兵
学
の
祖
・
小
幡
景
憲
と
北
条
流
兵
学
の
祖
・
北
条
氏
長
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
小
幡
景
憲
は
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
、
北
条
氏
長
は
寛
文
十
（
一

六
七
〇
）
年
に
そ
れ
ぞ
れ
没
し
て
お
り
、
『
土
芥
』
の
成
立
年
と
推
定
さ
れ
る
元

禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
と
は
だ
い
ぶ
開
き
が
あ
る
。
素
行
の
没
年
も
、
貞
享
二

（
一

Z
八
五
）
年
で
、
『
土
芥
』
の
成
立
年
に
わ
ず
か
に
と
ど
か
な
い
。
ま
た
、

素
行
に
関
し
て
は
、
『
土
芥
』
に
お
い
て
、
「
山
家
ト
云
者
、
大
伝
人
、
口
才
利

発
ノ
手
取
者
ナ
ル
故
二
、
能
ク
信
政
ヲ
証
カ
シ
…
…
」
（
9
9
津
軽
信
政
の
箇
所
）

と
あ
る
。
こ
の
「
山
家
」
は
山
鹿
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
は
素
行
で
は
な
く
、

素
行
の
妹
を
取
陥
っ
た
津
軽
藩
家
老
・
山
鹿
高
恒
一
津
軽
将
監
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
。
こ
こ
で
山
鹿
流
兵
学
が
「
謀
計
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
素
行
の
関
係
者
が

「
大
岡
人
」
と
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
『
土
芥
』
へ
の
素
行
の
関
与

が
薄
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
（
、
，
）
。

　
次
に
、
小
幡
景
憲
と
北
条
氏
長
で
あ
る
が
、
「
肝
煎
」
で
も
あ
っ
た
。
近
世
前
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期
は
、
多
く
の
大
名
が
取
り
つ
ぶ
し
と
な
り
、
牢
人
が
大
量
に
出
た
時
代
で
も

あ
る
が
、
こ
の
肝
煎
と
は
、
そ
れ
ら
の
牢
人
や
渡
り
侍
を
大
名
家
に
斡
旋
す
る

存
在
で
あ
る
。
こ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
、
第
一
班
の
野
本
禎
司
報
告
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
『
土
芥
』
に
お
い
て
、
大
名
家
の
家
臣
団
に
牢
人
や
渡
り
侍

か
ら
の
召
し
抱
え
の
有
無
、
多
寡
が
大
名
家
の
「
風
俗
」
の
良
し
悪
し
の
評
価

と
関
連
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
阿
部
家
は
、
忠
秋
の
代
に
、
六
〇
〇
〇
石
の
旗
本
か
ら
八
万
石
の
大
名
に
の

し
上
が
っ
て
お
り
、
自
然
、
石
高
の
増
大
に
と
も
な
い
、
家
臣
の
数
も
一
気
に

増
加
し
た
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
、
牢
人
や
渡
り
侍
か
ら
の
出
仕
者
が
数
多
く

含
ま
れ
て
い
た
。
肝
煎
は
、
小
幡
景
憲
・
北
条
氏
長
以
外
に
も
多
数
存
在
し
た
。

『
土
芥
』
の
作
者
像
と
し
て
、
大
名
家
と
牢
人
・
渡
り
侍
と
の
接
点
に
あ
っ
た
、

「
肝
煎
」
衆
も
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
『
土
芥
』
の
な
か
で
抜
き
ん
で
て
評
価
の
高
い
大
名
、
忍
藩
主
・
阿
部

忠
秋
の
線
か
ら
、
『
土
芥
』
の
作
者
像
を
探
っ
て
み
た
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
は
、

『
土
芥
』
を
取
り
巻
く
膨
大
な
史
料
の
全
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
況

下
に
お
い
て
、
極
め
て
お
お
ざ
っ
ぱ
な
推
定
に
過
ぎ
な
い
。

　
と
も
か
く
、
今
回
の
共
同
研
究
を
通
じ
て
重
要
な
こ
と
は
、
『
土
芥
』
を
含
め
、

『
武
家
諌
忍
記
』
『
武
家
勧
懲
記
』
『
諌
言
粛
正
』
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
、
「
大
名
評
判
記
」
と
で
も
い
う
べ
き
、

一
群
の
書
物
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
今
後
、
『
土
芥
』
の
位

置
づ
け
は
、
時
間
的
に
も
、
空
間
的
に
も
、
こ
の
「
大
名
評
判
記
」
と
も
い
う

べ
き
書
物
群
の
全
容
の
解
明
と
並
行
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
例
え
ば
、
時
間
軸
に
関
し
て
い
う
と
、
『
土
芥
』
の
な
か
で
、
筆
者
が
、
も
っ

と
も
注
目
し
て
い
た
表
現
は
、
大
名
を
「
主
将
」
と
置
き
換
え
な
が
ら
、
武
将

と
し
て
の
評
価
で
は
な
く
、
「
御
家
」
の
家
臣
団
統
制
、
領
民
へ
の
仕
置
の
良
し

悪
し
を
問
う
形
式
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
戦
国
時
代
の
戦
闘
集
団
か
ら
、
統
治

者
に
変
貌
す
る
過
渡
期
の
形
式
で
あ
る
と
考
え
、
こ
う
し
た
論
法
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
の
多
い
、
軍
学
の
思
想
家
・
流
派
、
あ
る
い
は
典
拠
は
な
に
か
…
…
と

い
っ
た
こ
と
を
追
求
し
て
き
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
共
同
研
究
で
、
『
武
家
評
論
記
』
の
存
在
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
刈
谷
市
立
図
書
館
所
蔵
本
の
目
録
に
は
、
首
巻
と
し
て
、
「
志
井
国
法
一

巻
」
「
教
法
之
書
一
巻
」
（
、
、
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
武
家
諫
忍
記
教
法
之
巻
」
は
、
「
人
主
嗜
之
条
々
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、

そ
の
条
々
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

1
「
天
下
国
家
之
主
将
タ
ル
人
者
文
武
弓
馬
二
道
ヲ
専
二
学
油
断
有
間
敷
事
」

2
「
武
道
ハ
文
之
末
広
シ
テ
、
又
一
道
也
。
故
二
前
二
野
如
ク
文
武
ハ
離
レ
ヌ

所
也
」

3456789

「
臣
宿
世
民
百
姓
ヲ
専
可
憐
事
」

「
人
主
者
狼
二
物
ヲ
好
事
不
可
有
事
」

「
鵜
三
三
遥
二
三
二
不
可
長
事
」

「
人
主
ト
シ
テ
ハ
賢
人
良
臣
ヲ
用
テ
能
諌
メ
ヲ
可
請
事
」

「
主
将
ト
シ
テ
ハ
賞
罰
ヲ
可
正
事
」

「
諸
臣
任
競
望
狸
二
不
可
授
官
位
事
」

「
天
下
之
主
将
或
ハ
一
国
一
郡
之
司
タ
リ
ト
モ
道
ニ
ア
ラ
サ
ル
新
法
ヲ
不
可

得
事
」

　
つ
ま
り
、
大
名
を
「
人
主
」
1
1
「
主
将
」
と
し
、
『
土
芥
』
と
共
通
す
る
ポ
イ

ン
ト
か
ら
、
「
良
将
」
「
愚
将
」
を
評
価
し
て
お
り
、
『
土
芥
』
の
作
者
が
こ
の

書
物
に
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
苅
谷
市
立
図
書
三
所

蔵
本
に
は
、
さ
ら
に
、
「
臣
下
嗜
之
条
々
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
条
目
が
並

ぶ
。1

「
臣
ト
シ
テ
ハ
忠
ヲ
専
ニ
シ
テ
君
二
仕
国
家
安
全
ナ
ラ
ン
事
ヲ
可
諌
事
」

2
「
君
之
寵
愛
人
ヲ
不
可
嘲
事
」

3
「
孝
ヲ
以
テ
本
ト
ナ
ス
ヘ
キ
事
」

4
「
神
仏
ヲ
疎
略
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
」

5
「
朝
早
ク
起
テ
タ
部
ニ
モ
可
早
寝
事
」

　
『
土
芥
』
も
大
名
の
評
価
だ
け
で
は
な
く
、
家
臣
団
の
頂
点
に
あ
た
る
家
老

の
名
を
挙
げ
、
家
老
と
大
名
の
関
係
か
ら
、
家
老
の
評
価
に
踏
み
込
ん
だ
記
述
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が
数
多
く
言
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
共
通
点
と
は
、
別
に
『
土
芥
』

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
視
点
も
存
在
す
る
。
今
後
、
両
者
に
ど
の
よ
う
な
影
響
関
係

が
あ
る
か
を
詳
し
く
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
次
に
空
間
的
な
展
開
と
し
て
は
、
『
土
芥
』
を
含
め
た
「
大
名
評
判
記
」
と
も

い
え
る
書
物
の
ほ
と
ん
ど
が
幕
府
、
お
よ
び
、
旧
大
名
家
の
蔵
書
で
あ
り
、
現

在
ま
で
、
全
国
的
に
少
な
く
と
も
五
〇
部
以
上
の
分
布
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
『
土
芥
』
自
体
の
広
が
り
は
「
点
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

が
、
な
に
ゆ
え
、
諸
大
名
家
は
、
「
大
名
評
判
記
」
と
も
い
え
る
書
物
を
欲
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
土
芥
』
も
、
こ
の
広
範
な
書
物
の
広
が
り
の
な
か
で
捉
え

直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
書
物
は
、
幕
府
と
藩
、
将
軍
と
大
名
、
大
名
と
家
臣
、
「
御
家
」
と

領
民
の
関
係
に
基
づ
く
領
主
思
想
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
広
が
り
は
、

幕
藩
制
国
家
を
「
面
」
と
し
て
覆
う
も
の
で
、
幕
藩
制
国
家
確
立
期
に
お
け
る

大
名
家
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
、
「
仕
置
」
の
標
準
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
書
物

に
よ
っ
て
、
こ
の
国
家
の
政
治
的
な
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
た
可
能
性
さ
え
垣
間

見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
謎

は
、
膨
大
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
書
物
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
と
き
、
大

名
研
究
、
領
主
思
想
研
究
は
新
た
な
段
階
に
入
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

【
注
】

（
1
）
新
し
い
史
料
論
の
諸
動
向
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
鵜
飼
政
志
ほ

か
編
『
歴
史
を
よ
む
』
（
東
大
出
版
会
、
二
〇
〇
四
）
を
参
照
。

（
2
）
「
慶
安
御
触
書
」
研
究
に
つ
い
て
は
、
山
本
英
二
『
慶
安
御
触
書
成
立
試

論
』
（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
、
　
一
九
九
九
）
。
ま
た
、
同
じ
く
慶
安
期
に

出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
軍
役
令
」
に
つ
い
て
の
、
根
岸
茂
夫
「
い
わ
ゆ
る
『
慶

安
軍
役
令
』
の
一
考
察
」
（
『
近
世
武
家
社
会
の
形
成
と
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
）
も
史
料
批
判
に
よ
る
研
究
動
向
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
3
）
書
物
研
究
に
つ
い
て
は
、
「
特
集
・
書
物
と
読
書
か
ら
み
え
る
日
本
近
世
」

（
『

�
j
評
論
』
六
〇
五
、
二
〇
〇
〇
）
、
「
特
集
・
日
本
近
世
の
書
物
・
出
版

と
社
会
変
容
」
（
同
六
六
四
、
二
〇
〇
五
）
、
「
特
集
・
日
本
に
お
け
る
書
物
・

出
版
と
社
会
変
容
」
（
『
一
橋
論
叢
』
＝
二
四
－
四
、
二
〇
〇
五
）
を
参
照
。

（
4
）
明
君
録
へ
の
歴
史
研
究
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
深
谷
克
己
「
明
君
録
」

（
前
掲
『
歴
史
を
よ
む
』
所
収
）
参
照
。

（
5
）
木
村
「
『
土
芥
底
儲
記
』
と
水
戸
光
説
及
び
『
大
日
本
史
』
編
集
と
の
接

点
」
（
『
『
土
芥
冠
総
記
』
の
基
礎
的
研
究
』
二
〇
〇
四
）
。

（
6
）
拙
稿
「
個
別
大
名
へ
の
視
角
と
兵
学
と
の
関
連
　
　
長
岡
藩
主
・
『
東
照

宮
御
遺
訓
』
・
林
家
の
兵
学
」
（
同
書
）
。

（
7
）
吉
田
公
平
『
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
）
参

照
。

（
8
）
杉
岳
志
「
『
土
芥
冠
辞
記
』
レ
ポ
ー
ト
ー
『
土
芥
慧
智
記
』
の
作
者
は

誰
な
の
か
」
（
前
掲
『
『
土
芥
逡
雌
記
』
の
基
礎
的
研
究
』
）
。

（
9
）
阿
部
忠
秋
に
つ
い
て
は
、
根
岸
茂
夫
『
近
世
武
家
社
会
の
形
成
と
構
造
』

二
八
九
～
二
九
六
頁
参
照
。

（
1
0
）
石
岡
早
智
『
石
道
夜
話
』
（
『
改
定
史
籍
集
覧
』
二
六
所
収
）
。
な
お
、

根
岸
同
書
参
照
。

（
1
1
）
根
岸
同
書
二
八
九
頁
。

（
1
2
）
「
忠
秋
ノ
善
跡
ヲ
ツ
カ
ル
＼
ナ
レ
ハ
大
方
誹
り
有
ヘ
シ
」
は
、
「
善
導

ヲ
ツ
カ
ル
、
事
ナ
ケ
レ
バ
」
か
、
「
誹
り
有
ラ
ザ
ル
ヘ
シ
」
で
な
け
れ
ば
意
味
が

通
じ
な
い
と
思
う
が
、
他
本
も
同
様
で
あ
り
、
原
文
の
マ
マ
で
あ
る
。

（
1
3
）
謀
略
と
し
て
の
兵
学
を
激
し
く
批
判
し
た
の
は
、
林
鷲
峰
と
崎
門
学

派
の
佐
藤
直
方
で
あ
る
（
前
田
勉
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
参
照
）
。
『
土

芥
』
に
お
い
て
も
、
謀
略
と
し
て
の
兵
学
が
批
判
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
参
課
目
た
だ
し
、
こ
の
批
判
は
、
い
わ
ゆ
る
「
本
文
」
1
1
「
大
名
の
行
跡
」

の
部
分
で
あ
る
。
『
土
芥
』
で
は
、
信
政
の
家
老
と
し
て
、
津
軽
将
監
と
玄
蕃
の

二
人
を
挙
げ
て
い
る
が
、
「
謳
歌
評
説
」
で
は
、
ま
ず
第
一
の
「
悪
人
」
は
、
信

政
自
身
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
次
二
家
老
玄
蕃
、
将
監
ト
モ
ニ
悪
人
」
で
あ
る
が
、

「
本
文
」
と
異
な
り
将
監
の
「
悪
人
」
ぶ
り
に
は
言
及
が
な
く
、
代
わ
っ
て
、

「
就
中
玄
蕃
、
姦
曲
邪
智
ノ
小
人
」
「
玄
蕃
如
キ
ノ
走
狗
ヲ
除
ラ
レ
バ
、
家
中
静

ナ
ル
ベ
シ
」
と
、
も
っ
ぱ
ら
玄
蕃
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
津
軽
山
鹿
家
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と
並
び
称
さ
れ
る
平
戸
藩
松
浦
家
の
山
鹿
家
で
あ
る
が
、
6
3
松
浦
源
任
の
箇

所
に
は
、
家
老
の
名
に
素
行
の
弟
・
山
鹿
平
馬
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
な
が

ら
、
な
ん
ら
批
判
を
受
け
て
い
な
い
。
ま
た
、
山
鹿
流
兵
学
へ
の
批
判
も
な
い
。

　
ま
た
、
今
回
の
共
同
研
究
に
お
い
て
、
『
土
芥
』
が
『
武
家
勧
懲
記
』
を
参
照

に
し
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
武
家
勧
懲
記
』
は
延
宝
三
年
で
あ

り
、
こ
れ
は
、
素
行
の
没
年
以
前
の
成
立
で
あ
り
、
こ
の
編
纂
に
、
素
行
が
関

与
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

（
1
4
）
た
だ
し
、
「
序
井
国
法
｝
巻
」
は
、
本
文
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

逆
に
、
加
賀
市
立
図
書
館
の
大
聖
寺
藩
旧
蔵
本
に
は
、
「
序
井
国
法
」
は
あ
る
が
、

「
教
法
回
書
」
が
目
録
に
も
本
文
に
も
な
い
。
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